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１ はじめに 

（１）背景 

   産業現場で使用される化学物質は、６万種類以上に及び、毎年新たに上市され

職場で使われるようになる物質も数多い。これら膨大な数の化学物質を、労働者

への健康影響を防止するという観点から、職場においていかに適切に管理してい

くかが、大きな課題となっている。 

   これらの化学物質のうち、未規制のものであって労働災害発生のおそれがある

と考えられるものについては、国においてそのリスクの評価を行い、その結果、

一定のリスクがあると評価されたものについては、特定化学物質障害予防規則等

の特別規則等により必要な規制を行っているところである。 

   しかしながら、全ての危険有害な化学物質に規制を課すことは現実的ではなく、

化学物質を取り扱う全ての事業場において、リスクアセスメントやばく露防止対

策の実施等、自律的な化学物質管理の徹底を図ることが重要かつ合理的と考えら

れる。そして、そのためには、事業者及び労働者に対して、安全データシート（SDS）

及び容器等への表示により、危険性又は有害性に関する情報が適切に伝えられる

ことが必要である。 

 

（２）労働安全衛生法における情報提供等の規制 

   労働安全衛生法では、労働安全衛生法施行令（以下「令」という）別表第９に

列挙する一定の危険性又は有害性を有する化学物質について、それらを譲渡・提

供しようとする場合には、当該化学物質の危険性又は有害性に関する情報を、容

器又は包装に表示するとともに、文書によって譲渡・提供の相手側に提供するこ

とを義務付けている。 

   また、令別表第９に列挙された化学物質を製造し、又は取り扱う際にリスクア

セスメントを行わなければならないとされている。 

 

（３）令別表第９の対象物質の追加の必要性等 

   事業場において自律的な化学物質管理が行われるためには、危険性又は有害性

に関する情報が適切に伝達され、事業場におけるリスクアセスメントとそれに基

づく管理が適切に行われることが重要であることから、一定の危険性又は有害性

があるとの新たな知見が得られた化学物質については、適宜、令別表第９に追加

する必要がある。 
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２ 令別表第９の対象物質の追加等の考え方 

（１）検討の対象とする物質について 

  ア 現行の令別表第９の対象物質 

    令別表第９に列挙されている有害物質の選定の考え方は、「法第 57 条に基づ

く表示の対象となっている化学物質並びに日本産業衛生学会又は米国産業衛

生専門家会議（American Conference of Governmental Industrial Hygienists：

ACGIH®）において許容濃度等が勧告された物質及び労働災害の原因となった物

質から選定を行ったものである」とされている。（平成 12 年 3 月 24 日付け基

発第 162 号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の施行

について」） 

    その後、平成 18 年 12 月、平成 29 年 3 月に上記の考え方を踏まえ、物質が

追加されている。 

 

  イ 今回の検討の対象物質 

    本検討会においては、基本的には前記の平成 12 年 3 月 24 日付け基発第 162

号の考え方を踏襲し、平成 27 年 9 月 1 日にとりまとめられた「化学物質のリ

スク評価に係る企画検討会報告書」において、引き続き検討とされた物質につ

いて検討を行った。 

    さらに、米国労働衛生専門家会議が新たに TLV（気中濃度で表した、職業ば

く露を評価するための指標）を勧告したフェニルイソシアネートの追加と、過

去にTLVを取り下げている一部のシリカの令別表第９からの除外について検討

を行うこととした。 

 

（２）令別表第９の選定の基準 

  ア 基本的な考え方 

    本検討会においては、日本産業衛生学会が新たに許容濃度を勧告した化学物

質及び米国労働衛生専門家会議が新たにTLVを勧告した化学物質は原則として

令別表第９へ追加することとする。 

    ただし、特に、危険性又は有害性が低いと考えられるもの、及び職場におけ

る使用の実態等に鑑みて我が国において労働災害発生のリスクが極めて低い

と考えられるものについてはその対象から除くこととした。 

 

  イ GHS 分類について 

    令別表第９への追加の検討にあたっては、裾切り値の設定に際して必要とな

る政府による GHS 分類及び区分並びにモデル SDS の作成が行われており、改正

後の事業者による円滑な情報伝達に資するものを対象とした。 
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３ 令別表第９への化学物質の追加の検討 

（１）検討の対象とした化学物質 

   今回、検討の対象とした化学物質は、以下の１４物質（群）である。 

   1 から 13 の新規候補物質の有害性情報の詳細は別添資料のとおり。 

No. 物質名【別名】 CAS No 

（一部は例示） 

1 1-クロロ-2-プロパノールおよび 2-クロロ-1-プ

ロパノール 

127-00-4 

78-89-7 

2 テルブホス 13071-79-9 

3 酸化マグネシウム 1309-48-4 

4 ほう酸塩（無機化合物） 10043-35-3 

12179-04-3 

5 滑石【タルク】（※） 14807-96-6 

6 ジアセチル【2,3-ブタンジオン】 431-03-8 

7 硫化カルボニル 463-58-1 

8 ポートランドセメント 65997-15-1 

9 アスファルト 8052-42-4 

10 ポリ塩化ビニル【クロロエテン重合物又は PVC】 9002-86-2 

11 t -アミルメチルエーテル【TAME 又は 2-メチル

-2-メトキシブタン】 

994-05-8 

12 綿じん（未処理原綿） データなし 

13 フェニルイソシアネート 103-71-9 

14 シリカ 複数あり 

  ※ 滑石【タルク】については、ACGIH の提案理由書に、「containing no asbestos 

and < 1% crystalline silica」とされている。 

 

（２）検討の結果 

  ア 令別表第９に追加すべき化学物質 

    上記の１４物質（群）についての詳細な検討の結果、本検討会としては、以

下の化学物質について令別表第９へ追加すべきであると考える。 

    ここで、「ほう酸塩（無機化合物）」については、必ずしもほう素原子の含ま

れるほう酸塩の化合物全てを令別表第９へ追加する必要はなく、ACGIH の TLV

の提案理由書に例示されている有害性の確認されたほう酸塩に限ることが適

当と考える。例示されている化合物のうち、ほう酸ナトリウム無水物、ほう酸

ナトリウム五水和物及びほう酸ナトリウム十水和物は、既に令別表第９に規定

されているほう酸ナトリウムに該当するため、追加対象はほう酸のみとなる。 
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・1-クロロ-2-プロパノール及び 2-クロロ-1-プロパノール 

・テルブホス 

・ほう酸 

・ジアセチル【2,3-ブタンジオン】 

・硫化カルボニル 

・ポートランドセメント 

・アスファルト 

・t -アミルメチルエーテル【TAME 又は 2-メチル-2-メトキシブタン】 

・フェニルイソシアネート 

 

  イ 令別表第９から除外すべき化学物質 

    現在、表示通知対象物質となっている「シリカ」のうち、非晶質のシリカに

ついては、２（２）アに示す基準のうち ACGIH の TLV が、2006 年に取り下げら

れてからは、選定基準に当てはまらない状況となっている。このため、本検討

会において検討を行った結果、非晶質のシリカについては令別表第９の対象か

ら除外することが適当と考えられる。 

    なお、非晶質シリカは、結晶質シリカよりも相当有害性が低いとされている

が、ウに述べるものと同様に、不活性の粉状物質の吸入自体には注意が必要で

ある。引き続き、粉じん障害予防規則に定める措置等を講ずること等により、

高濃度ばく露を避けることが求められる。 

 

  ウ 相対的に有害性が低いと考えられる物質について 

今回、検討した物質のうち、化学物質としての固有の有害性が相対的に低い

と考えられる、以下の粉状物質については、令別表第９への追加にあたっての

考え方を今後整理した上で、制度的な対応を検討することが適当である。 

・酸化マグネシウム 

    ・滑石【タルク】（※） 

    ・ポリ塩化ビニル【クロロエテン重合物又は PVC】 

・綿じん（未処理原綿） 

(ｱ) 整理すべき点 

いわゆる粉じんの中には結晶質シリカ等のように、吸入による発がん性が明

らかであるなど、単なる粉じんとは異なる重篤な健康影響を及ぼすものがあり、

これらには、当該物質固有の有害性があると考えることできる。石綿肺、珪肺、

ベリリウム肺等の特定の物質による健康障害に特徴的である。 

一方、有機、無機を問わずすべての粉じんは、その量によって一定の有害性

を示し、吸入することにより肺障害等を引き起こすとされている。 
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 日本産業衛生学会 

  粉じんの許容濃度を以下のように示している。 

Ⅰ. 吸入性結晶質シリカ 0.03 mg/m3 

Ⅱ. 各種粉じん 

 吸入性粉じん 総粉じん 

第 1種粉塵 タルク，ろう石，アルミニウム，アルミ

ナ，珪藻土，硫化鉱，硫化焼鉱，ベント

ナイト，カオリナイト，活性炭，黒鉛 

0.5 mg/m3 2 mg/m3 

第 2 種粉塵 結晶質シリカ含有率３％未満の鉱物性

粉塵，酸化鉄，カーボンブラック，石炭，

酸化亜鉛，二酸化チタン，ポートランド

セメント，大理石，線香材料粉塵，穀粉，

綿塵，革粉，コルク粉，べークライト 

1 mg/m3 4 mg/m3 

 

第 3 種粉塵 石灰石，その他の無機および有機粉塵 2 mg/m3 8 mg/m3 

 

 ACGIH 

TLV & BEI 付録 B［不溶性又は難溶性粒子状物質，他に指定されないもの］ 

（中略）個々の物質について十分な証拠がある場合には、TLV が勧告されて

いる。したがって、定義上この勧告（付録）の対象となるのはデータがほとん

どない物質となる。また、TLV の決定に必要なレベルの証拠がないため、この

付録の末尾にある勧告は、TLV というよりガイドラインとして提供されるもの

である。 

（中略）この付録の勧告は下記の粒子に適用される。 

・適用される TLV がないこと。 

・水に不溶又はほとんど溶けないこと。（肺内の体液に対してのデータがあ

ればなお望ましい） 

・毒性が低いこと。（すなわち、細胞毒性、遺伝毒性そのほか肺組織に対す

る化学活性がない、電離放射性でない、免疫感作性でない、“肺への過負

荷”による炎症や物理的な作用以外の毒性影響がない） 

ACGIH は、たとえ生物学的には不活性で、不溶性又は難溶性の粒子であって

も健康への悪影響があり得るので、個々の物質に対して TLV が決められるまで

の間、気中濃度を、3 mg/m3（レスピラブル粒子）および 10 mg/m3（インハラ

ブル粒子）以下に低く抑えることを勧告する。 

 

今般、検討の対象となった粉状物質は、有害性が比較的低いと考えられ、固

有の有害性というより、不活性の粉状物質の吸入自体が問題となるが、同様の

状況にある粉じん（粉状物質）の種類は多岐にわたることから、令別表第９へ
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の追加を検討するに当たっては、法に基づく表示通知義務を課すべき固有の有

害性があるか等に留意し、検討する必要がある。 

固有の有害性の有無を判断する基準として、健康影響の内容、程度等が考え

られるため、今後、学術文献の収集等によってその基準を整理することが必要

である。例えば、不活性の粉状物質の吸入に代表的な健康障害として、肺胞の

線維化、じん肺等の肺障害があるが、それ以外の臓器等への影響の有無や肺障

害の発現する気中濃度レベル等について整理することが考えられる。 

また、これらの有害性が比較的低い粉じん（粉状物質）の危険有害性につい

て、諸外国での情報伝達がどのように行われているかも、併せて考慮する必要

がある。 

 

(ｲ)粉状物質の取り扱いに関する注意喚起について 

今般、令別表第９への追加を保留する化学物質については、有害性は比較的

低いものの、粉状物質としての一般的な有害性は認められている。有機、無機

を問わずすべての粉状物質は、高濃度ばく露を続けると肺障害を起こす可能性

があるが、そのことへの認識が十分でないと考えられるため、次の点について

包括的な注意喚起を行うことが適当である。 

・「粉状であって、化学物質対策において取り扱いに際して粉じん対策を講じ

ることが健康障害の防止に有効であると考えられる物質」を取り扱うことの

注意喚起として、呼吸器有害性、講ずべき対策等を行政通達で改めて示す。 

・「粉状物質を吸引することによる有害性」が認められる場合には、GHS 分類に

基づく危険有害性情報を SDS に記載すべきことを指導する。 

 

(ｳ)新たな枠組みの検討 

表示通知義務対象物質の選定に関し、現在対象となっている物質とは有害性

の程度に相当な違いがある場合に、ラベルと SDS を両方義務づけることが合理

的であるか、引き続き検討することが望ましいと考えられる。今後、SDS のみ

を義務付ける等のより柔軟な情報伝達の方法を検討することも考えられる。 

 

 


